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主       文 

１ 被告らは、別紙契約内容一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し、連帯して、

各原告に係る同一覧表の「損害額（本来的損害額＋弁護士費用）」欄記載の金員及

びこれに対する被告Ｋについては令和６年７月２２日から、被告Ｌについては同5 

月２５日から各支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

２ 訴訟費用は、被告らの負担とする。 

３ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 10 

   主文と同旨。なお、訴状送達の日の翌日は、被告Ｋ（以下「被告Ｋ」という。）

については令和６年７月２２日であり、被告Ｌ（以下「被告Ｌ」という。）につ

いては同月２５日である。 

第２ 請求原因 

別紙請求原因記載のとおり。ただし、附帯請求については、本件共同不法行為15 

の後であり、本件訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかである日（被告

Ｋについては令和６年７月２２日、被告Ｌについては同月２５日）から各支払済

みまで民法所定の年３パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるもの

である。 

第３ 当裁判所の判断 20 

 １ 被告らは、いずれも適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、

令和６年９月２５日の本件第１回口頭弁論期日において陳述したものとみなさ

れる各答弁書においても請求原因事実を争うことを明らかにしないから、これを

自白したものとみなす（被告Ｌは、令和６年１０月３０日付け被告準備書面⑴及

び令和７年２月１９日付け被告準備書面⑵において、被告Ｋは同月２４日付け被25 

告準備書面⑵において、それぞれ請求原因を争う趣旨を記載している。しかし、
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被告らは、いずれも本件口頭弁論期日に出頭していないから、これらを訴訟資料

として考慮することはできない。）。 

２ 以上の事実によると、原告らの本件請求はいずれも理由があるからこれを認容

することとして、主文のとおり判決する。 
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